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X 0308：2022 (ISO 3901：2019) 

（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 0308:2002 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本産業規格          JIS 
 X 0308：2022 
 (ISO 3901：2019) 

国際標準レコーディングコード（ISRC） 

International Standard Recording Code (ISRC) 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 3 版として発行された ISO 3901 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

国際標準レコーディングコード（ISRC）は，オーディオレコーディングと音楽ビデオレコーディングと

を識別するために使用できる標準識別コードであり，これによって，そのようなレコーディングのそれぞ

れを一意に，かつ，曖昧性なく参照することが可能である。 

ISRC は，レコーディングをその寿命全期間を通して識別し，レコーディングの製作者又は委任代理人に

よって付与される。付与された ISRC は（特に），当該レコーディングの製作者を含むレコーディング製作

者，当該レコーディングへの寄与者，レコーディングの利用者及びライセンシー，レコーディングの各種

権利者を代理する集中管理団体，放送機関，メディアライブラリー及びメディアアーカイブス，音楽研究

者，教師，並びにアプリケーションソフトウェア開発者によって使用される。 

テキストマッチングに頼る代わりに ISRC を使用することによって，レコーディングに関する情報を保

管したり，取得したり，関係者との間でやり取りしたりする必要がある場合に，より効率的で正確な識別

が可能になる。これは，レコーディングが異なっていても似た名前をもっている場合，又はスペル，言語，

文字集合のバリエーションによってテキストマッチングの信頼性が低下する場合に特に当てはまる。 

この規格では，ISRC の形式，コードの一意性を確実にする仕組，及び ISRC をレコーディングに付与す

る方法について示す。 

1 適用範囲 

この規格は，レコーディングの一意の識別のための国際標準レコーディングコード（ISRC）について規

定する。 

ISRC は，アナログ形式か，又はデジタル形式かにかかわらず，オーディオレコーディング及び音楽ビデ

オレコーディングの識別に適用可能である。 

ISRC は，オーディオ又は視聴覚の製品又は媒体の番号付けには適用されない。オーディオレコーディン

グ及び音楽ビデオレコーディングのほかの媒体を伴うパッケージの番号付けにも適用されない。 

ISRC は，ISO 15706 規格群に従った国際標準視聴覚資料番号（ISAN），又は ISO 26324 に従ったデジタ

ルオブジェクト識別子（DOI）が付与されていても，音楽ビデオレコーディングに対しては適用可能であ

るが，他の形式の視聴覚レコーディングには適用されない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 


